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第４章 地域公共交通網形成計画の方向性 
 

4.1 基本理念 
 

地域公共交通網形成計画＊などの交通計画を検討するにあたっては、まちづくり関連

の計画と連携していくことが重要です。 

本町の地域公共交通網形成計画の方向性は、公共交通を取り巻く現状と課題を踏まえ

るとともに、上位計画である「福崎町第５次総合計画」や「福崎町都市計画マスタープ

ラン」に即し、関連計画である「福崎町立地適正化計画」と密に連携して本町が目指す

公共交通のあり方を示すため、以下のとおり基本理念を示します。 

 

＜ 基本理念 ＞ 

一人ひとりが活動しやすく 住みよいまち・福崎 

現在ある公共交通網を見直し、利便性を更に向上させることで、町内はもち

ろん、町外まで移動がしやすくなるとともに、町民＊と行政の参画と協働で進

めるまちづくりとの連携を図ります。また、特定の人だけではなく、町民＊が

快適に利用し、多世代が交流を深めることができる活力あふれる地域公共交通

網を構築することにより、「一人ひとりが活動しやすく 住みよいまち・福崎」

の実現を目指します。 

 

＜ まちづくりと連携した交通計画のイメージ ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典) 「地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画作成のための手引き」を基に加筆

地域公共交通網形成計画の方向性 第４章 

病院

福祉施設

役所

まちづくりに関する施策 

地域公共交通に関する施策
連携 好循環を実現 

拠点エリアにおける循環型の

公共交通ネットワークの形成

コミュニティバス＊等による

フィーダー＊（支線）輸送 

拠点間を結ぶ交通

サービスを充実 

拠点エリアへの医療、福祉

等の都市機能の誘導 

公共交通沿線へ

の居住の誘導 

歩行空間や自転車

利用環境の整備 

デマンド＊型乗合

タクシー等の導入 
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4.2 基本方針 
 

基本理念である「一人ひとりが活動しやすく 住みよいまち・福崎」の実現に向けて、

以下の５つの基本方針を設定し、本計画を進めていきます。 

 

＜ 基本方針 ＞ 

基本方針１：“まちの玄関口”の整備 

ＪＲ福崎駅周辺整備事業について、第１期工事が 2018 年度（Ｈ30）完成

を目標として進捗しており、本町の主要事業となっています。また、「第５次総

合計画」や「都市計画マスタープラン」などの上位計画で、公共交通の利便性

向上の観点から整備を推進していく事業として加えて、「立地適正化計画」で

は、都市機能の集積を図る拠点（都市機能誘導拠点）として位置付けられてい

ます。 

このことから、ＪＲ福崎駅周辺整備事業を実施することで利便性の向上を図

り、今後も“まちの玄関口”の確立のために県道甘地福崎線の整備を促進しま

す。また、町道福崎駅田原線の延伸や将来構想としてＪＲ福崎駅の橋上化、駅

西整備を目指します。 
   

基本方針２：まちなかの回遊性向上 

本町では、2018 年度（Ｈ30）完成を目標として進められているＪＲ福崎

駅周辺整備事業での施設誘致による都市機能の充実に伴い、ＪＲ福崎駅へのア

クセス性の向上が必要であるとともに、福崎町役場を中心とした田原地区の都

市機能が集積している市街地部への移動手段の確保や強化が必要です。 

このことから、「第５次総合計画」や「都市計画マスタープラン」、「立地適正

化計画」などで町内の核として位置付けられているこれらの核を、公共交通で

の接続を強化することで、まちなかでの回遊性向上を図り、まちの賑わいの創

出を目指します。 
   

基本方針３：郊外におけるバス利便性の向上 

現状のまちなか以外の郊外部では、主にサルビア号により行き来できますが、

現在、サルビア号郊外便の川西地区、川東地区の便が隔日運行となっているた

め、コミュニティバス＊を主な移動手段としている人などが、バスを利用しに

くい状況にあります。 

このことから、郊外便の運行日数の増加や有効活用を行うことにより、サー

ビスレベルの向上を図ることで、郊外地区のバス利便性を向上させ、移動しや

すい公共交通網の整備を目指します。 

なお、川西地区は現在の定時定路線＊のバス停で概ね人口をカバーできている

ため、定時定路線をベースにサービス強化を図ります。川東地区については、

少数の需要が面的に広がっており、定時定路線のバス停では人口をカバーしき

れないため、デマンド＊型をベースにしてサービス強化を図ります。 



第４章 地域公共交通網形成計画の方向性 

51 

 

基本方針４：町外との連携による交流人口の増加 

現状のバス交通は、姫路方面や加西方面へのバスルートは確保されています

が、それ以外の隣接市町までのバスルートはない状況です。また、市川町や旧

夢前町では、商業施設や医療施設などが確保できている福崎町市街地への移動

要望があります。さらに、西部工業団地は、現在公共交通空白地＊となってい

ますが、ＪＲ福崎駅やＪＲ溝口駅（姫路市）の利用需要があることから、両駅

に繋ぐような移動手段確保の検討も必要です。 

このことから、本町と市川町が連携してコミュニティバス＊を運行すること

で、両町間での移動需要や神崎総合病院・個人診療所への診療需要に対応でき

るバスネットワークの構築を推進します。また、ＪＲ福崎駅と西部工業団地、

姫路市（溝口地区）を接続するバス交通の整備を目指すことで、本町との交流

人口の増加を目指します。 

 
 
 

基本方針５：利用しやすく持続可能な公共交通づくり 

以上に示した４つの基本方針を進めていくには、行政だけでなく町民*の協力

が不可欠であり、参画と協働により、よりよい公共交通の構築を目指していく

必要があります。また、本町と公共交通を担う鉄道、バス、タクシー事業者と

も協力し連携することで、町民*の利用促進を図っていく必要があります。 

このことから、行政が主体となった分かりやすい公共交通情報の提供を行っ

ていくとともに、町民*が公共交通を利用したいと思えるような取り組みを実施

することで、公共交通をより身近な存在として認識し、積極的に利用すること

で、活力のある公共交通網体系の構築を目指します。 

また、高齢化社会の進展に伴う社会情勢の変化の中で、今後高齢者の交通事

故が増加することが予想されます。 

自動車運転免許の自主返納を推進するとともに、コミュニティバスをはじめ

とする公共交通網の充実を図ることで、高齢者が暮らしやすい環境を整え、福

祉などの他分野と連携しながら持続可能な公共交通づくりを目指します。 

 

 

「町民*」とは・・・福崎町自治基本条例（2013 年（Ｈ25）7 月 1 日制定）第２条

第１号に規定され、町内に住所を有する者（「住民」）、町内へ通勤

又は通学する者及び町内で事業又は活動を行うものをいう。 
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4.3 本町が目指す公共交通網 
 

基本理念及び基本方針で示した方向性を踏まえ、広域に町外と結ぶ「鉄道軸」「高速

バス軸」、ＪＲ福崎駅の主核や役場等の副核を結びまちなかを周遊しやすくする「まち

なか巡回交流軸」、郊外からまちなかへ行きやすくする「郊外連携交流軸」、本町と姫路

市や神河町・市川町などの隣接市町を結ぶ「町外連携交流軸」により構成される公共交

通網の形成を目指します。 

 

＜ 本町が目指す公共交通網 ＞ 
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＜ 公共交通サービス向上にかかる主要な施策・事業 ＞ 
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4.4 施策体系 
 

基本理念として掲げている「一人ひとりが活動しやすく 住みよいまち・福崎」の実現を目指し、「“まちの玄関口”の整備」「まちなかの回遊性向上」「郊外におけるバス利便性の向上」「町外との

連携による交流人口の増加」「利用しやすく持続可能な公共交通づくり」の５つの基本方針に基づいて、以下の施策体系により施策・事業を展開していきます。 

 

＜ 施 策 体 系 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本
理念

基本方針 施策・事業の方向性 施策・事業

[基本方針１] ＪＲ福崎駅周辺整備事業の推進（第１期）

ＪＲ福崎駅周辺整備事業の推進（第２期）

ＪＲ福崎駅周辺のユニバーサルデザイン＊化の推進

デジタルサイネージ＊等の整備検討（分かりやすいサイン計画の実施）

ＪＲ福崎駅前広場での参加型イベント等の開催（町外連携コミュニティバス＊の活用による交流人口の増加）

ＪＲ福崎駅周辺のパーク＆ライド＊・パーク&レール＊駐車場の整備（確保）及び周知

[基本方針２] 社会の変化に応じたまちなか便の運行改善

大学バスとの連携によるまちなか巡回交流軸の増強

バス待ち合い環境の改善

観光と公共交通の連携（レンタサイクルの導入及び自転車通行空間の整備検討、超小型モビリティ＊の導入検討等）

タクシーとの連携によるまちなかの活性化（観光タクシー含む）

[基本方針３] 郊外便（川西地区）のサービス強化

郊外便（川東地区）のサービス強化(一部エリア買い物バス含む）

郊外便(川西地区）の運行車両の変更(８人乗り→12人乗り)

郊外便のサービス 適化（利用者登録制、システム導入の検討）

シニアカー＊等専用駐車場の整備検討

高速バスのパーク＆バスライド＊駐車・駐輪場の整備（確保）検討

[基本方針４] 市川町との連携コミュニティバスの運行（福崎町内全域～市川町のデマンド＊バス運行）,（市川町～福崎町市街地への路線運行）

町外との連携による交流人口の増加 姫路市との連携コミュニティバスの運行（ＪＲ福崎駅～ＪＲ溝口駅間の交通空白地＊での連携コミュニティバス運行）,（フィーダー交通＊の充実）

[基本方針５] 総合的な公共交通情報の充実（時刻表検索システムとの連携［乗継等］、総合型時刻表＊の作成・配布検討）

簡易型バスロケーションシステム＊の導入検討

モビリティ・マネジメント＊活動の実施

公共交通広報活動の充実（広報誌・ホームページを活用した情報提供、スタンプラリーの開催検討等）

公共交通利用促進チラシの作成

ICカード（ICOCA等）利用の啓発及び導入検討

地元企業等の参画推進（時刻表への企業広告、コミュニティバスサポーター制度、公共交通利用者優遇制度）

バス車両等を活用したマイバス＊意識の醸成

エコ通勤＊、ノーマイカーデー＊等の推進

高齢者・障がい者への外出支援の推進

自動車運転免許自主返納の推進

▶ 利用しやすい運賃制度の設定 ▶ 適切な料金制度の導入

▶ ▶

▶▶

まちなかへのバスサービスの向上 ▶

多手段連携による回遊性の向上

▶

一
人
ひ
と
り
が
活
動
し
や
す
く
 

住
み
よ
い
ま
ち
・
福
崎

▶

▶

隣接市町と連携したバスの導入 ▶

分かりやすい公共交通情報の提供

▶

▶ バスへの乗り継ぎ利便性の向上 ▶

▶

▶

▶

▶

▶
福祉と公共交通が一体となった

まちづくりの推進

駅周辺環境の改善

“まちの玄関口”の整備

▶

▶

バスによる回遊性向上 ▶

駅舎・駅前広場の利便性向上

▶

新たな公共交通利用者の創出▶

地域住民・企業・沿線施設との協働

まちなかの回遊性向上

利用しやすく持続可能な公共交通づくり

郊外におけるバス利便性の向上



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 目標達成に向けた施策・事業及び数値目標の設定 

 

基本方針１：“まちの玄関口”の整備 

基本方針２：まちなかの回遊性向上 

基本方針３：郊外におけるバス利便性の向上 

基本方針４：町外との連携による交流人口の増加 

基本方針５：利用しやすく持続可能な公共交通づくり 

■ 数値目標の設定 
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第５章 目標達成に向けた施策・事業及び数値目標の設定 
 

基本方針１ “まちの玄関口”の整備 

■現状・課題 

 ＪＲ福崎駅の乗車人員は、近年減少傾向にありましたが、ここ数年は横ばいから若干増加傾

向にあることからも、需要増加に応じた駅の整備が必要となります。 

 ＪＲ福崎駅は、１日約 3,500 人の乗降者数となっていますが、バリアフリー＊化が完了して

いないことから、国が目標としている 2020 年度までに駅周辺を含めた駅舎等のバリアフリ

ー整備が急がれます。 

 現在進められているＪＲ福崎駅周辺整備事業（第 1 期工事）が完了した後は、まちの活性化

を創出するために、引き続き第 2 期工事を推進するとともに、新たな取り組みが必要です。 

■目指す姿 

 “まちの玄関口”である JR 福崎駅のバリアフリー化や駅前広場整備等の駅周辺整備及びユ

ニバーサルデザイン＊化を推進するとともに、「立地適正化計画」で示されている生活利便施

設や医療施設を誘導することにより、町民が集う賑わいがあり活力あふれる駅周辺を目指し

ます。 

■目指す姿の実現に向けた施策・事業                   ※ ★は重点事業を示す 

駅舎・駅前広場の利便性向上 施策・事業概要 実施時期 実施主体 

 

★ 

ＪＲ福崎駅周辺整備事
業の推進（第１期） 

ＪＲ福崎駅の駅前広場整備等を推
進し、“まちの玄関口”にふさわし
い駅周辺を目指します。 

2014 年度 
から 

2019 年度 

福崎町 
交通事業者

ＪＲ福崎駅周辺整備事
業の推進（第２期） 

道路整備によりＪＲ福崎駅へのア
クセス性の向上や人に優しいまち
づくりを目指します。 

2019 年度
から 

2023 年度 

福崎町 
兵庫県 

交通事業者

ＪＲ福崎駅周辺のユニ
バーサルデザイン化の
推進 

ＪＲ福崎駅周辺地区のバリアフリ
ー化及びユニバーサルデザイン化
を推進することで、誰もが利用しや
すい駅としていきます。 

2019 年度
から 

2020 年度 

福崎町 
交通事業者

駅周辺環境の改善 施策・事業概要 実施時期 実施主体 

 

★ 

デジタルサイネージ等
の整備検討（分かりや
すいサイン計画の実
施） 

鉄道、路線バス、コミュニティバス＊

等の「時刻表、発車時刻、路線、乗り
場など」やイベント情報などを総合的
に案内する情報案内板（デジタルサイ
ネージ＊）をＪＲ福崎駅に設置すること
で、乗り継ぎ利便性の向上を図るとと
もに、情報発信媒体として活用します。

2019 年度 
から検討 

福崎町 
交通事業者

 

ＪＲ福崎駅前広場での
参加型イベント等の開
催（町外連携コミュニ
ティバスの活用による
交流人口の増加） 

新たに整備する駅前広場で興味を
持っていただけるようなイベント
の開催や出張店舗等を定期的に開
くことで、賑わいのある駅前広場を
創出していきます。 

2019 年度 
から開催 

福崎町 
町民 
企業 

周辺施設
交通事業者

 

JR 福崎駅周辺のパー
ク＆ライド・パーク&
レール駐車場の整備
（確保）及び周知 

2017 年度（Ｈ29）に JR 福崎駅周辺
で、パーク＆ライド＊（レール＊）駐車
場を２箇所整備していることから、今後
も当該駐車場の周知を図るとともに、民
間事業者との連携も視野に入れつつ、駐
車場の整備（確保）を行います。 

随時実施 
福崎町 

交通事業者
民間事業者

目標達成に向けた施策・事業及び数値目標の設定第５章 
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基本方針１：“まちの玄関口”の整備 

事業 
ＪＲ福崎駅周辺整備事業の推進 

ＪＲ福崎駅周辺のユニバーサルデザイン化の推進 

実施主体 福崎町、兵庫県、交通事業者 

実施時期 

 
2018 年度 
（Ｈ30） 

2019 年度（Ｈ31）
2020 年度 2021 年度 

    
 

2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 

    
  

事業内容 

「総合計画」や「都市計画マスタープラン」などの上位計画で示されてい
るＪＲ福崎駅周辺整備事業を推進し、“まちの玄関口”にふさわしい駅周辺
を目指します。第 1 期工事では駅前広場整備等の整備を進めます。第 2 期
工事では道路整備により、ＪＲ福崎駅へのアクセス性の向上や安全性の確保
を行うため、町道福崎駅田原線の延伸工事や県道甘地福崎線の整備（兵庫県
事業）を進めます。さらにＪＲ福崎駅の駅舎については、2020 年度完成
を目途にバリアフリー化を進めます。 

また、2009 年（Ｈ21）１月に指定された「福崎ユニバーサル社会づく
り推進地区」では、道路やサイン看板等のユニバーサルデザイン化を進め、
人々が安心・安全に生活し、快適に活動できるような人に優しいまちづくり
を目指します。 

なお、将来的な構想である橋上駅化や駅西側のロータリ—整備について
も、さらなる駅周辺の賑わいの創出のため、実施に向けて検討を行います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 期事業完了予定

※ 工事の進捗により、 

工事期間が変更と 

なる可能性があります。 

南東方面より

第 1 期工事※

以降状況により実施 

第２期（2019 年以降）5 年間予定

駅舎等バリアフリー化

第１期事業完了予定

凡例

福崎ユニバーサル社会づくり推進地区
（ＪＲ福崎駅周辺）

福崎町の 
新たな顔 
をつくる 

公共交通 
を快適に 
つなぐ 

まちの拠点
としての機
能を備える

＜ ＪＲ福崎駅周辺整備のコンセプト ＞ ＜ 福崎ユニバーサル社会づくり推進地区 ＞ 

＜ ＪＲ福崎駅周辺整備イメージ：第１期 ＞ 
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基本方針１：“まちの玄関口”の整備 

事業 
ＪＲ福崎駅周辺整備事業の推進 

ＪＲ福崎駅周辺のユニバーサルデザイン化の推進 

＜ バリアフリー＊化の一例 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針１：“まちの玄関口”の整備 

事業 デジタルサイネージ等の整備検討（分かりやすいサイン計画の実施） 

実施主体 福崎町、交通事業者 

実施時期 

 
2018 年度 
（Ｈ30） 

2019 年度 
（Ｈ31） 

2020 年度 2021 年度 

    
 

2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 

    

  

事業内容 

現在のＪＲ福崎駅は、ＪＲ播但線、神姫バス、サルビア号等が集積した交
通結節点＊となっており、本町の公共交通の要衝となっていることから、鉄
道、路線バス、コミュニティバス＊等の「時刻表、発車時刻、路線、乗り場
など」やイベント情報などを総合的に案内する情報案内板（デジタルサイネ
ージ＊）をＪＲ福崎駅に設置することで、乗り継ぎ利便性の向上を図るとと
もに、情報発信媒体として活用します。また、訪日外国人旅行者等の来訪者
も含めた分かりやすいサイン計画を実施します。 

＜ デジタルサイネージのイメージ ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典）えきバスびじょんパンフレット

バスの系統ごとに 

運行時刻を表示 

企業広告や町内で

行われるイベント

情報を表示 

運行しているコミ

ュニティバスの現

在地をリアルタイ

ムで表示 

【エレベータの設置】 【駅舎の段差解消（スロープの設置等）】

運用開始検討準備
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基本方針２ まちなかの回遊性向上 
 

■現状・課題 
 まちなか便は、2012 年度（Ｈ24）のコミュニティバス＊再編により導入され、以降

2016 年度（Ｈ28）まで利用者数は増加傾向にあります。 

 まちなか便は買い物や通院でよく利用されていますが、通勤・通学での利用は少ないこ

とから、運行時間の見直しが必要であるとともに、さらなる利用者増を図るためには、

需要に対応した運行形態の変更が必要です。 

 観光客数は、メディアなどでも取り上げられることのある、河童像（河童の河次郎と河

太郎）やもちむぎのやかたなどがある辻川界隈の認知度が向上していることなどから、

近年大幅に観光客数が伸びています。 

 高齢化社会が進み、高齢者を社会全体で支え、移動手段を確保するため、2017 年（Ｈ

29）8 月に市町村運営有償運送＊の登録に関する処理方針等の一部が改正され、企業な

どの持ち込み車両を活用して自家用有償旅客運送＊ができるようになりました。 

 まちなかを観光するにはまちなか便などのコミュニティバスでも周遊できますが、狭隘

道路もあり、レンタサイクルなど新たな二次交通＊を整備し、利用者の選択幅を広げて

いくことが必要です。  

■目指す姿 
 町民や観光客などの円滑な移動のために、まちなか便での回遊性をさらに向上させる

ことや交通手段の選択肢を拡げていくことで、移動しやすいまちを目指します。  

■目指す姿の実現に向けた施策・事業                   ※ ★は重点事業を示す 

バスによる回遊性向上 施策・事業概要 実施時期 実施主体 

 

★ 

社会の変化に応じた
まちなか便の運行改
善 

始発便及び 終便の運行時間を
繰り上げることで、通勤・通学
利用者の利用を創出します。 

2018 年度
から実施 

福崎町 
交通事業者

大学バスとの連携に
よるまちなか巡回交
流軸の増強 

神戸医療福祉大学で運行されてい
るバスを活用した自家用有償旅客
運送を行うことにより、まちなか便
のサービス水準を向上（増便等）し
ます。 

2018 年度
から実施 

福崎町 
神戸医療
福祉大学

 
バス待ち合い環境の
改善 

需要の多いバス停を優先して上
屋やベンチ等の待ち環境を整備
し、快適に公共交通を利用でき
る環境整備を行います。 

2019 年度 
から順次実施 

福崎町 
交通事業者
民間事業者

多手段連携による回遊性の向上 施策・事業概要 実施時期 実施主体 

 

 

観光と公共交通の連
携（レンタサイクルの
導入及び自転車通行
空間の整備検討、超小
型モビリティの導入
検討等） 

ＪＲ福崎駅と辻川界隈などの観
光地を周遊できるレンタサイク
ルを導入するとともに、利用ル
ート間の自転車通行空間を整備
することで、観光と公共交通の
連携を図り、周遊促進を図りま
す。また、観光客などの移動手
段として、超小型モビリティ＊

（1～２人乗りの車両）の導入を
検討します。 

2018 年度
から 

導入検討 

福崎町 
交通事業者
民間事業者

★ 
タクシーとの連携によ
るまちなかの活性化
（観光タクシー含む） 

タクシー事業者と連携した、観
光タクシーなどの導入により、
観光客等へのサービス向上を図
ります。 

随時実施 
福崎町 

交通事業者
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基本方針２：まちなかの回遊性向上 

事業 
社会の変化に応じたまちなか便の運行改善 

大学バスとの連携によるまちなか巡回交流軸の増強 

実施主体 福崎町、交通事業者、神戸医療福祉大学 

実施時期 

 
2018 年度 
（Ｈ30） 

2019 年度 
（Ｈ31） 

2020 年度 2021 年度 

    
 

2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 

    

  

事業内容 

現在、まちなか便の始発便が 8 時 45 分、終着便が 17 時 28 分となってお
り、通勤・通学での利用はしづらい状況となっています。一方で、大学バスが
ＪＲ福崎駅と西野南（ボンマルシェ前）バス停間を夕方から夜にかけて運行し
ています。また、2017 年（H29）８月に市町村運営有償運送＊の登録に関す
る処理方針等の一部が改正されたことにより、持ち込み車両による自家用有償
旅客運送＊が可能になりました。この制度を活用して、夕方以降は大学バスを活
用した自家用有償旅客運送をまちなかで行うとともに、まちなか便の始発便の
ダイヤを早めることで、通勤、通学にも対応したバス運行に再編します。 

＜ まちなか便運行時刻表 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ まちなか便と大学バスの運行路線図 ＞   ＜ 大学バスの運行時刻表（町内巡回バスのみ）＞
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸医療福祉大学

出典）サルビア号時刻表を参考に加筆
神戸医療福祉大学ＨＰ 

8：00 頃からの 

始発便を追加 

↓ 

最終便を繰り上げ 

通勤、通学時間帯の廃止に対応するため、大学バスの町内巡回バスを活用

・平日（月～金） ・土曜日 
まちなか便

大学バス

※ 2018 年（Ｈ30）３月時点 

※）2018 年（Ｈ30）３月時点

神戸医療福祉大学バス 

サルビア号

10/1 運行開始準備
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基本方針２：まちなかの回遊性向上 

事業 タクシーとの連携によるまちなかの活性化（観光タクシー含む）

実施主体 福崎町、交通事業者 

実施時期 

 
2018 年度 
（Ｈ30） 

2019 年度 
（Ｈ31） 

2020 年度 2021 年度 

    
 

2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 

    

  

事業内容 

タクシーは鉄道やバスと比べ、きめ細やかな需要に対応することができる

公共交通で、本町もこのサービスを活用していく必要があります。このこと

から、商業施設や医療施設などにタクシーを呼ぶことのできるコールサービ

スの設置を検討するとともに、バス停標柱にタクシー番号を掲示すること

で、町民の利便性向上を図ります。また、観光タクシー等の導入により、Ｊ

Ｒ福崎駅を起点とした辻川界隈へのアクセスや町内の周遊、神河町・市川町

も含めた周遊を可能とすることで、観光客等へのサービス向上を図ります。

＜ 観光タクシーのイメージ ＞   ＜ タクシーと商業施設との連携の事例 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福崎駅福崎駅

神河町
市川町
神河町
市川町

辻川界隈辻川界隈

旬彩蔵旬彩蔵

應聖寺應聖寺

金剛城寺金剛城寺

七種地区七種地区

神前山神前山

日光寺日光寺

　春日山周辺　春日山周辺

○ 観光タクシーのメリット 

 ① 観光地周遊コースの設定により、定額料金での利用が可能

 ② 時間制運賃により、走行距離を気にせずに利用が可能 

 ③ コース設定以外の観光地も時間制運賃で利用可能であるた

め、通常のタクシーよりも安く観光できる 

 ④ ドライバーによる観光案内や車内での観光情報の放送など

も可能 

福崎駅～辻川界隈
観光コース

福崎駅～神崎郡内
（神河町・市川町）
周遊観光コース

福崎駅～福崎町内
周遊観光コース

凡例

出典）株式会社銀ビルストアーＨＰ

タクシー 

随時実施
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基本方針３ 郊外におけるバス利便性の向上 

 

■現状・課題 

 郊外便（川西地区）については、2012 年度（Ｈ24）のコミュニティバス＊再編以

降、2014 年度（Ｈ26）のデマンド＊型から定時定路線＊への変更や川東地区市街

地部への乗り入れなどにより、利用者数は増加傾向にあります。 

 郊外便（川東地区）については、近年利用者数が横ばいから減少傾向にあります。 

 郊外便は奇数日運行、偶数日運行の隔日運行となっており、利用者にとって分かり

にくい運行方法となっています。また、郊外便（川東地区）については、乗継も必

要であり、利用者にとって利用しにくい運行形態となっています。 

 郊外便（川西地区）のさらなる利用者数の増加や、郊外便（川東地区）の利用促進

を図るためには、現行の運行形態では実現困難なので、抜本的な運行再編が必要と

なります。 

 

■目指す姿 

 郊外便の運行形態の見直しにより、さらなるサービス向上を目指すとともに、バス

停まで行きやすいような環境づくりを目指します。 

 

■目指す姿の実現に向けた施策・事業                   ※ ★は重点事業を示す 

まちなかへのバスサービスの向上 施策・事業概要 実施時期 実施主体 

 

★ 

郊外便（川西地区）の
サービス強化 

現在の奇数日運行から、毎日運
行に変更することで、更なる利
用者数の増加を図ります。 

2018 年度
から実施 

福崎町 
交通事業者

郊外便（川東地区）の
サービス強化（一部エ
リア買い物バス含む） 

現在の偶数日運行から、曜日指
定運行に変更することで、利用
しやすい運行設定にするととも
に、降車可能バス停の拡大によ
る乗継解消や、火・木曜日の買
い物バスサービスの開始によ
り、バスの有効活用や町民のバ
スによる買い物利用の促進を図
ります。 

2018 年度
から実施 

福崎町 
交通事業者

郊外便（川西地区）の
運行車両の変更（８人
乗り→12 人乗り） 

利用者増が見込まれる川西地区
の車両を８人乗り（ガソリン車）
から 12 人乗り（ディーゼル車）
に変更し、輸送力を向上すること
で、積み残しの解消を図ります。

2018 年度 
実施 

福崎町 
交通事業者

 
郊外便のサービス
適化（利用者登録制、
システム導入の検討） 

郊外便（川東地区）の電話予約
型（デマンド型）の形態につい
ては、町民が利用しやすいよう
に、利用者情報を登録すること
を検討するとともに、将来的に
はデマンドシステムの導入につ
いても検討を行います。 

2020 年度
から 

整備検討 

福崎町 
交通事業者

町民 
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バスへの乗り継ぎ利便性の向上 施策・事業概要 実施時期 実施主体 

 

 
シニアカー等専用駐
車場の整備検討 

高齢者が利用しているシニアカ
ー＊等専用の駐車場を整備する
ことで、バスの利用促進を図り
ます。 

2019 年度
から 

整備検討 
福崎町 

 

★ 
高速バスのパーク＆
バスライド駐車・駐輪
場の整備（確保）検討 

高速バスという公共交通機関を
広報などにより知っていただい
た上で、民間事業者の協力を得
ながら福崎インターバス停周辺
にパーク＆バスライド＊駐車場
や駐輪場を整備（確保）するこ
とで、自動車や自転車等での乗
継利便性の向上を図ります。ま
た、福崎インターバス停やパー
ク＆バスライド駐車場・駐輪場
があることが分かるように、案
内看板を設置します。 

2018 年度
から 

整備検討 

福崎町 
民間事業者
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基本方針３：郊外におけるバス利便性の向上 

事業 
郊外便（川西地区）のサービス強化 

郊外便（川西地区）の運行車両の変更（８人乗り→12 人乗り） 

実施主体 福崎町、交通事業者 

実施時期 

 
2018 年度 
（Ｈ30） 

2019 年度 
（Ｈ31） 

2020 年度 2021 年度 

    
 

2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 

    

  

事業内容 

郊外便（川西地区）のサービス強化を図るために、現在の奇数日運行から、

毎日運行に変更することで、さらなる利用者数の増加を図ります。また、利

用者増が見込まれる川西地区の車両を 8 人乗り（ガソリン車）から 12 人乗

り（ディーゼル車）に変更し、輸送力を向上することで、積み残しの解消を

図ります。 

＜ 郊外便利用にあたる問題点 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜郊外便（川西地区）における運行日の変更及び運行路線図 ＞ 
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郊外便(川西地区)

郊外便(川東地区)

郊外便(川西地区) n=20

郊外便(川東地区) n=5

奇数日運行 
（日・祝、秋祭り［２日間］、 

年末年始［12/31～1/3］除く） 

毎日運行 
（日・祝、秋祭り［２日間］、 

年末年始［12/31～1/3］除く） 

 ※）運行日数変更等により、車両を変
   更（８人乗り→12人乗り） 
出典）サルビア号時刻表を参考に加筆 

出典）サルビア号利用者アンケート調査結果

バスの便数が少ない

という回答が多い 

10/1 運行開始準備
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基本方針３：郊外におけるバス利便性の向上 

事業 郊外便（川東地区）のサービス強化（一部エリア買い物バス含む）

実施主体 福崎町、交通事業者 

実施時期 

 
2018 年度 
（Ｈ30） 

2019 年度 
（Ｈ31） 

2020 年度 2021 年度 

    
 

2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 

    

  

事業内容 

郊外便（川東地区）の利用者数増加を図るために、現在の偶数日運行から、

曜日指定運行に変更することで、利用しやすい運行設定にするとともに、降

車可能バス停の拡大、新設バス停の設置や運休日（火・木曜日）に買い物施

設を巡回する買い物バスサービスの開始により、バスの有効活用及びバスを

利用した買い物利用の促進を図ります。 

＜ 郊外便（川東）の運行日の変更及び買い物バス運行日等について ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜ 郊外便（川東地区）におけるバス停及びバス路線 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

偶数日運行 
（日・祝、秋祭り［２日間］、 

年末年始［12/31～1/3］除く） 

月 ・水 ・金 ・土 曜 日 運 行
（日・祝、秋祭り［２日間］、 

年末年始［12/31～1/3］除く）

火・木曜日は市川町との連携コミュニティバス＊（後述）及び買い物
バスへの転用（川東地区の主な商業施設を巡回） 

福崎インターバス停の設置
については、既存の高速バ
ス停と同じ場所に併設（播
但連絡道路への乗入によ
り）する 

出典）サルビア号時刻表を参考に加筆
サルビア号

郊外便川東新設バス停

駅前バス停を利用可能なバス停

新設ルート

既存ルート

10/1 運行開始準備
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基本方針３：郊外におけるバス利便性の向上 

事業 高速バスのパーク＆バスライド駐車・駐輪場の整備（確保）検討 

実施主体 福崎町、民間事業者 

実施時期 

 
2018 年度 
（Ｈ30） 

2019 年度 
（Ｈ31） 

2020 年度 2021 年度 

    
 

2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 

    

  

事業内容 

現状では、福崎インターバス停を利用する際は、駐車場や駐輪場が無いた

めに、送迎や徒歩等でバス停まで行く必要があります。このことから、高速

バスという公共交通機関を広報などにより知っていただいた上で、民間事業

者の協力を得ながら福崎インターバス停周辺にパーク＆バスライド＊駐車場

や駐輪場を整備（確保）することで、自動車や自転車等での乗継利便性の向

上を図ります。また、福崎インターバス停やパーク＆バスライド駐車場・駐

輪場があることが分かるように、案内看板を設置します。 

＜ パーク＆バスライド駐車場・駐輪場のイメージ ＞ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

＜ パーク＆バスライド駐車場・駐輪場整備（確保）予定エリア ＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的地 

【パーク】 【バスライド】

整備（確保）予定エリア

空き地や民地、既存の駐車場・駐輪場等を活用させて 

いただき、パーク＆バスライド駐車場・駐輪場を整備（確保）

高速バス

高速バス 福崎インターバス停 

2018 年度以降検討
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基本方針４ 町外との連携による交流人口の増加 

 

■現状・課題 

 2010 年度（Ｈ22）に実施した、15 歳以上の町民全員を対象としたアンケート結

果によると、町民の町外への移動需要としては旧姫路市、旧香寺町、旧夢前町、市

川町、神河町、加西市などで多くなっており、特に市川町・神河町や旧香寺町、旧

夢前町へはバス路線が整備されていません。 

 西部工業団地出入口付近の自動車交通による渋滞緩和やＪＲ播但線の利用促進を図

るためには、本町及び姫路市が連携してバス路線を整備していく必要があります。

また、香寺町では溝口ニュータウン等からＪＲ溝口駅方面への移動需要があります。 

 北部方面へは、本町からは神崎総合病院のある神河町への診療需要があります。ま

た、市川町からは本町への移動需要があることから、本町及び市川町が連携してバ

ス運行形態を整備していく必要があります。 
 

■目指す姿 

 隣接市町までの公共交通を整備し、本町や隣接市町での交流人口を増加させること

で、さらなるまちの活性化や賑わいの創出を目指します。 
 

■目指す姿の実現に向けた施策・事業                   ※ ★は重点事業を示す 

隣接市町と連携したバスの導入 施策・事業概要 実施時期 実施主体 

 

★ 

市川町との連携コミュ
ニティバスの運行（福
崎町内全域～市川町の
デマンドバス運行）、
（市川町～福崎町市街
地への路線運行） 

市川町で運行されているコミュ
ニティバス＊と本町のコミュニ
ティバスを接続させることで、
町民の神崎総合病院への診療需
要や市川町民の福崎町への移動
需要に対応します。また、早朝
便と昼便の間やバス運行終了後
には、川東地区の買い物バスと
して運用します。 

2018 年度 
から実施 

福崎町 
市川町 

交通事業者

★ 

姫路市との連携コミュ
ニティバスの運行（ＪＲ
福崎駅～ＪＲ溝口駅間
の交通空白地での連携
コミュニティバス運
行）、（フィーダー交通
の充実） 

本町と姫路市が連携し、ＪＲ福
崎駅～西部工業団地～ＪＲ溝口
駅間の交通空白地＊で新たなバ
ス路線（フィーダー交通＊）を運
行することで、福崎町、姫路市
の双方にある移動・通勤等需要
や、潜在的な利用者の創出を図
ります。 

2019 年度
から 

実施検討 

福崎町 
姫路市 

交通事業者
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基本方針４：町外との連携による交流人口の増加 

事業 
市川町との連携コミュニティバスの運行 
（福崎町内全域～市川町のデマンドバス運行）、（市川町～福崎町市街地への路線運行）

実施主体 福崎町、市川町、交通事業者 

実施時期 

 
2018 年度 
（Ｈ30） 

2019 年度 
（Ｈ31） 

2020 年度 2021 年度 

    
 

2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 

    

  

事業内容 

現在、本町から神河町・市川町などの北方面への鉄道路線はあるものの、

バス路線は無く、ＪＲ福崎駅から遠くに居住されている人の移動手段の確保

が必要となります。このことから、市川町で運行されているコミュニティバ

ス＊と本町のコミュニティバスを接続させることで、町民の神崎総合病院へ

の診療需要や市川町民の福崎町への移動需要に対応します。また、早朝便と

昼便の間やバス運行終了後には、川東地区の買い物バスとして運用します。

＜ 市川町との連携コミュニティバス運行の流れ ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福崎町福崎町

Ａ施設Ａ施設

Ａバス停Ａバス停

吉田西
（ラ･ムー前）

バス停

吉田西
（ラ･ムー前）

バス停

Ｂバス停Ｂバス停

Ｃバス停Ｃバス停

Ｂ施設Ｂ施設

Ｃ施設Ｃ施設

神河町
（神崎総合病院）

神河町
（神崎総合病院）

市川町
（市川町役場）

市川町
（市川町役場）

市川町コミュニティバス
（月･火･木･金運行の内、　
　　火･木曜日の便に接続）

市川町コミュニティバス
（月･火･木･金運行の内、　
　　火･木曜日の便に接続）

福崎町民の移動福崎町民の移動

買い物バス買い物バス
福崎町福崎町

実線：定時定路線型運行

破線：デマンド型運行

実線：定時定路線型運行

破線：デマンド型運行

福崎町役場
（サルビア会館前）

バス停

福崎町役場
（サルビア会館前）

バス停

市川町民の移動市川町民の移動

ＤＤ

ＣＣ

２便目：【8時頃～8時半頃】市川町役場から折り
　　　　　　　　返し便で市川町民を迎え入れ（福崎

町役場［乗継箇所］、吉田西［ラ･ムー前］）

２便目：【8時頃～8時半頃】市川町役場から折り
　　　　　　　　返し便で市川町民を迎え入れ（福崎

町役場［乗継箇所］、吉田西［ラ･ムー前］）

４便目：【12時頃】市川町役場から福崎町民を
　　　　　 　　町内のバス停に送迎
４便目：【12時頃】市川町役場から福崎町民を
　　　　　 　　町内のバス停に送迎

１便目：【7時頃】デマンドで福崎町民を送迎
　　　　　（町内全域バス停より）
１便目：【7時頃】デマンドで福崎町民を送迎
　　　　　（町内全域バス停より）

市川町連携コミュニティバス運行の流れ市川町連携コミュニティバス運行の流れ

３便目：【11時半頃】吉田西（ラ･ムー前）、
福崎町役場から市川町民を送迎

３便目：【11時半頃】吉田西（ラ･ムー前）、
福崎町役場から市川町民を送迎

買い物バスとして運用（8時半頃～11時半頃）買い物バスとして運用（8時半頃～11時半頃）

買い物バスとして運用（14時半頃～17時半頃）買い物バスとして運用（14時半頃～17時半頃）

早
朝
便

昼
便

神
崎
総
合
病
院

　
　
　
　

ま
で
の
運
行

神
崎
総
合
病
院

　
　
　
　

ま
で
の
運
行

早朝便と昼便の間及び
バス運行終了後は買い物

バスとして運用

早朝便と昼便の間及び
バス運行終了後は買い物

バスとして運用

■ 市川町ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ運行時刻表（火曜日 抜粋）

行き 帰り

市川町役場 8:05 12:02

甘地駅 8:07 11:58

神崎総合病院 8:32 11:35

■ 市川町ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ運行時刻表（木曜日 抜粋）

行き 帰り

市川町役場 8:05 12:08

甘地駅 8:07 12:04

神崎総合病院 8:39 11:35

停留所
午前

停留所
午前

8 時半頃～11 時半頃、14 時

半頃～17 時半頃に巡回運行

川東地区の一部で運行（定時定路線）

（火曜日→午前：川東Ｃ、午後：川東Ｄ）

（木曜日→午前：川東 D、午後：川東 C）

市川町民は定時定路線＊

による移動 

福崎町民はデマンド＊に

よる運行（町内全域） 

※ 1 往復を 2 便と計上 

市川町コミュニティバス 

■ 市川町コミュニティバス接続 

10/1 運行開始準備
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基本方針４：町外との連携による交流人口の増加 

事業 

姫路市との連携コミュニティバスの運行 

（ＪＲ福崎駅～ＪＲ溝口駅間の交通空白地での連携コミュニティバス運行）、

（フィーダー交通の充実） 

実施主体 福崎町、姫路市、交通事業者 

実施時期 

 
2018 年度 
（Ｈ30） 

2019 年度 
（Ｈ31） 

2020 年度 2021 年度 

    
 

2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 

    

  

事業内容 

本町と姫路市が連携し、ＪＲ福崎駅～西部工業団地～ＪＲ溝口駅間の公共

交通空白地＊で新たなバス路線（フィーダー交通＊）を運行することで、福崎

町、姫路市の双方にある移動・通勤等需要や、潜在的な利用者の創出を図り

ます。具体的には朝・夕のピーク時間にＪＲ福崎駅～福崎工業団地～ＪＲ溝

口駅までのピストン運行、ピーク時間以外では、町内の商業施設や医療施設

が集積している市街地部までの運行を検討し、交流人口の増加を目指しま

す。また、福崎町役場からＪＲ福崎駅間については、まちなか便の運行を補

完し、サービス強化を図ります。 

＜ 姫路市との連携コミュニティバス＊運行の流れ ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

7：30～8：30 頃（朝ピーク時） 

18：00～20：30 頃（夕ピーク時） 

 

 

ピストン運行（往復運行） 

ＪＲ福崎駅⇔福崎工業団地⇔ 

溝口ニュータウン⇔ＪＲ溝口駅

8：30～18：00 頃  

市町間連携運行＋ 

既存サービスの強化

ＪＲ福崎駅→福崎工業団地→溝口ニュータウン  

 

福崎町役場←商業施設・医療施設など←ＪＲ溝口駅

準備 運行開始検討
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基本方針５ 利用しやすく持続可能な公共交通づくり 

 

■現状・課題 

 これまで示した施策・事業を展開し、持続可能な公共交通を形成していくにあたっ

ては、単に事業を実行するだけでなく、様々な手段での情報提供や公共交通に親し

みを持っていただくような取り組みを行うとともに、町民や地元企業などの協力が

不可欠です。 
 

■目指す姿 

 全ての世代の人が利用しやすいと思っていただけるような取り組みを行う事で、使

っていこう、あるいは使ってみたいと思えるような公共交通を目指します。 
 

■目指す姿の実現に向けた施策・事業                   ※ ★は重点事業を示す 

分かりやすい公共交通情報の提供 施策・事業概要 実施時期 実施主体 

 

★ 

総合的な公共交通情報
の充実（時刻表検索シ
ステムとの連携［乗継
等］、総合型時刻表の作
成・配布検討） 

ウェブサイトなどで時刻表を掲載
しているシステム会社への情報提
供を行い、時刻表が検索できるよ
うにします。また、本町の鉄道、
バス、コミュニティバス＊等の時刻
表や路線図、運賃等が一目で分か
るような総合型時刻表＊を作成し、
全戸配布を検討します。 

随時実施 
福崎町 

ｼｽﾃﾑ会社
交通事業者

 
簡易型バスロケーショ
ンシステムの導入検討 

ＧＰＳ＊等を用いてコミュニティ
バス等の位置情報を取得し、運行
状況（バスが今どこを走っている
かなど）をバス停や携帯電話・Ｐ
Ｃ＊等で確認できるシステムの導
入を検討します。 

2019 年度
から 

導入検討 

福崎町
交通事業者

新たな公共交通利用者の創出 施策・事業概要 実施時期 実施主体 

 

★ 
モビリティ・マネジメ
ント活動の実施 

学校や高齢者、企業等を対象とし
て、公共交通の乗り方教室や公共
交通利用にかかる制度の説明等を
行うことで、自発的に自動車利用
から公共交通利用に転換していた
だけるような取り組みを進めま
す。 

随時実施 

福崎町 
町民 
企業

交通事業者

 

公共交通広報活動の充
実（広報誌・ホームペ
ージを活用した情報提
供、スタンプラリーの
開催検討等） 

公共交通体系の見直しによる説明
会やＨＰ・新聞などへの広報活動
を行い、周知を図ります。また、
地元企業や交通事業者などと協力
して、観光施設や商業施設などを
公共交通で周遊する「スタンプラ
リー」を開催し、利用促進を図り
ます。 

随時実施 
福崎町 

企業・店舗
交通事業者

★ 
公共交通利用促進チラ
シの作成 

ＪＲ、バス、コミュニティバスな
どの公共交通に関し、利用促進チ
ラシを作成し、全集落への説明会
で説明を行うとともに、チラシの
全戸配布を行います。 

随時実施 福崎町 
交通事業者
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IC カード（ICOCA 等）
利用の啓発及び導入検
討 

ＪＲ播但線や神姫バスで導入され
ているＩＣカードの利用啓発活動
を行うとともに、コミュニティバ
ス＊やタクシー等へのＩＣカード
対応を検討します。 

随時実施 福崎町
交通事業者

地域住民・企業・沿線施設との協働 施策・事業概要 実施時期 実施主体 

 

★ 

地元企業等の参画推進
（時刻表への企業広
告、コミュニティバス
サポーター制度、公共
交通利用者優遇制度） 

公共交通を利用していただくため
の様々な取り組みについて、地元
企業等に参画いただくことで、コ
ミュニティバス等公共交通利用運
賃や施設利用料金が割引となるよ
うな制度の導入を協働で検討しま
す。また、コミュニティバスの時
刻表に工業団地企業等の広告を掲
載することで、コミュニティバス
の時刻表や路線図の確認だけでな
く、企業の宣伝にも活用すること
で、紙面の有効活用を行います。
さらに、コミュニティバスのバス
停名（副名称）にネーミングライ
ツ＊制度を導入することで、企業宣
伝への活用を検討します。 

随時実施 
福崎町 

企業・店舗
交通事業者

 
バス車両等を活用した
マイバス意識の醸成 

バス車両の側面等に町内のイベン
ト情報や企業広告を掲載すること
で、バスへの愛着を持ってもらい
ます。 

随時実施 
福崎町 

企業・店舗
交通事業者

★ 
エコ通勤、ノーマイカ
ーデー等の推進 

通勤手段で積極的に公共交通の利
用に取り組む事業所に対し、「エ
コ通勤＊優良事業所認証制度」を適
用するとともに、特定の日や曜日
に公共交通の利用を促す「ノーマ
イカーデー＊」「マイバス＊・マイ
電車＊の日」の周知に努めます。 

随時実施 
福崎町 

企業・店舗
交通事業者

福祉と公共交通が一体となっ
たまちづくりの推進 

施策・事業概要 実施時期 実施主体 

 

 
高齢者・障がい者への
外出支援の推進 

現在実施している外出支援サービ
ス事業のさらなる推進及び周知を
図っていきます。また、高齢者や
障がいをお持ちの人などのコミュ
ニティバスを必要とされる人に対
して、料金割引制度の導入を検討
することで、日常生活における外
出機会の増加を図ります。 

随時実施 福崎町 
交通事業者

★ 
自動車運転免許自主返
納の推進 

サービス拡充された「無料乗車券」
について、今後も周知、推進を図
っていきます。また、「運転経歴証
明書＊」での様々なサービス特典に
ついても周知、推進を図るととも
に、今後本町内でのサービス拡大
についても検討していきます。 

随時実施 

福崎町 
警察 

企業・店舗
交通事業者

利用しやすい運賃制度の設定 施策・事業概要 実施時期 実施主体 

 
★ 適切な料金制度の導入 

コミュニティバスを持続可能な公
共交通としていくため、適切な料
金設定に見直します。 

2018 年度 
実施 

福崎町 
関係市町
交通事業者
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基本方針５：利用しやすく持続可能な公共交通づくり 

事業 
総合的な公共交通情報の充実 

（時刻表検索システムとの連携［乗継等］、総合型時刻表の作成・配布検討）  

実施主体 福崎町、システム会社、交通事業者 

実施時期 

 
2018 年度 
（Ｈ30） 

2019 年度 
（Ｈ31） 

2020 年度 2021 年度 

    
 

2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 

    

  

事業内容 

町内で運行されている公共交通の運行情報などを、ウェブサイトなどで時

刻表を掲載しているシステム会社への情報提供を行い、時刻表が検索できる

ようにします。また、町内の鉄道、バス、コミュニティバス＊等の時刻表や

路線図、運賃などが一目で分かるような総合型時刻表＊を作成し、全戸配布

を検討します。 

＜ 時刻表検索システムの例（駅すぱあと）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜ 総合型時刻表の例（かさい おでかけ ナビ）＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 利用方法 
 ① 発着駅・バス停を入力 

 ② 出発または到着日時を入力 

 ③ ②で設定した前後の時間の出

発・到着時間や経路、料金など

が表示される 

○ メリット 

 ① 携帯電話・スマートフォンを所

持していれば、どこでも経路検

索が可能 

 ② 遅延情報や運行休止情報など、

リアルタイムでの運行状況が

分かる 

出典）「駅すぱあと for WEB」ＨＰ

○ 掲載内容 

・路線網図及び各公共交通の概要 

・各公共交通機関路線図、時刻表、乗継案内、運賃表 

 （コミュニティバス、路線バス、鉄道、高速バス） 

・大阪、神戸、関西空港への乗継案内 

・くらしの便利情報（市内主要施設掲載マップ） 

・主なバスのりば位置図 

・乗車制度の案内  等 

○ メリット 

 ① この冊子で、市内の全ての公共交通情報が分かる 

 ② スマートフォンやパソコンをお持ちでない人でも、一目で公共

交通情報が分かる 

出典）かさい おでかけ ナビ［加西市］（2017 年[Ｈ29]４月発行）

随時実施
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基本方針５：利用しやすく持続可能な公共交通づくり 

事業 モビリティ・マネジメント活動の実施 

実施主体 福崎町、町民、企業、交通事業者 

実施時期 

 
2018 年度 
（Ｈ30） 

2019 年度 
（Ｈ31） 

2020 年度 2021 年度 

    
 

2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 

    

  

事業内容 
学校や高齢者、企業等を対象として、公共交通の乗り方教室や公共交通利

用にかかる制度の説明等を行うことで、自発的に自動車利用から公共交通利

用に転換していただけるような取り組みを進めます。 

＜ モビリティ・マネジメント（MM）＊とは ＞ 

 

 

 

 
 

＜ モビリティ・マネジメント活動の実施イメージ ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渋滞や環境、あるいは個人の健康等の問題に配慮して、過度に自動車に頼るライフスタイ

ル＊から、適切に公共交通や自動車を「かしこく」使うライフスタイルへの転換を促す、

一般の人を対象としたコミュニケーションを中心とした交通政策のことを言います。 

出典）「モビリティ・マネジメント～クルマと公共交通のかしこい使い方を考えるプログラム～」より引用 

現在の移動手段 

転換後の移動手段 

公共交通に関する
各種情報媒体 情報提供 

モビリティ・マネジメント
の主な対象者 

学 校

企 業高齢者

随時実施
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基本方針５：利用しやすく持続可能な公共交通づくり 

事業 公共交通利用促進チラシの作成 

実施主体 福崎町、交通事業者 

実施時期 

 
2018 年度 
（Ｈ30） 

2019 年度 
（Ｈ31） 

2020 年度 2021 年度 

    
 

2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 

    

  

事業内容 

現状の公共交通網では、一部不便な部分があり、公共交通を利用していな

い潜在的な利用者がいると考えられます。今回の公共交通網のサービスレベ

ルの向上により一層利用しやすくなった内容を周知することで、新たな利用

者が生まれると考えられます。このことから、ＪＲ、バス、コミュニティバ

ス＊などの公共交通に関し、利用促進チラシを作成し、全集落への説明会を

行うとともに、チラシの全戸配布を行います。 

＜ 公共交通利用促進チラシの内容記載例 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 公共交通利用促進チラシの例（京都府）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典）京都府ＨＰ

・公共交通網形成計画策定による公共交通サービスレベル向上内容の説明 

・公共交通再編概要（路線網図などで変更内容を明示） 

・公共交通利用例の例示（デマンド＊、市川町連携コミバス等） 

・時刻表 

・バス・鉄道の乗り方、ＩＣカードの使い方などの利用方法の説明  等 

随時実施
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基本方針５：利用しやすく持続可能な公共交通づくり 

事業 
地元企業等の参画推進（時刻表への企業広告、コミュニティバス

サポーター制度、公共交通利用者優遇制度） 

実施主体 福崎町、企業・店舗、交通事業者 

実施時期 

 
2018 年度 
（Ｈ30） 

2019 年度 
（Ｈ31） 

2020 年度 2021 年度 

    
 

2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 

    

  

事業内容 

鉄道駅やバス停沿線にある商業施設や観光施設等を利用することや、商工

会等と連携してコミュニティバス＊を応援していただける加盟店への参加、

ふるさと納税＊への協力などの取り組みに対して、地元企業等に参画いただ

くことで、コミュニティバス等公共交通利用運賃や施設利用料金が割引とな

るような制度の導入を協働で検討します。また、コミュニティバスの時刻表

に工業団地企業等の広告を掲載することで、コミュニティバスの時刻表や路

線図の確認だけでなく、企業の宣伝にも活用することで、紙面の有効活用を

行います。さらに、コミュニティバスのバス停名（副名称）にネーミングラ

イツ＊制度を導入することで、企業宣伝への活用を検討します。 

＜ コミュニティバス時刻表への企業広告掲載例（明石市 Taco バス）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 地元住民、地元企業等と連携したコミュニティバスサポート制度の事例（明石市 Taco バス）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taco（たこ）バスサポーター制度とは、 

・Taco（たこ）バスの利用促進活動を無償で行なっている個人、法人、 
その他の団体 

・Taco（たこ）バスの運行事業者及びその職員、並びに明石市土木交通 
部交通政策室の職員でないもの 

・その利用促進活動が特に顕著であると認められるもの 

を、Taco(たこ)バスサポーターとして認定し、その功績を称えるもの

出典）明石市ＨＰ

時刻表の隅に 

企業広告を掲載 

随時実施
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基本方針５：利用しやすく持続可能な公共交通づくり 

事業 エコ通勤、ノーマイカーデー等の推進 

実施主体 福崎町、企業・店舗、交通事業者 

実施時期 

 
2018 年度 
（Ｈ30） 

2019 年度 
（Ｈ31） 

2020 年度 2021 年度 

    
 

2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 

    

  

事業内容 

通勤手段で積極的に公共交通の利用に取り組む事業所に対し、「エコ通勤
＊優良事業所認証制度」を適用するとともに、特定の日や曜日に公共交通の

利用を促す「ノーマイカーデー＊」「マイバス＊・マイ電車＊の日」の周知に

努めます。 

 
 
 

 

エコ通勤優良 
事業所認証制度 

エコ通勤の意識が高く、エコ通勤に関する取組みを自主的かつ積極的に推進

している事業所、自治体を優良事業所として認証し、登録するとともに、その

取組事例を広く周知することにより、エコ通勤の普及促進を図ります。 

【認定条件】 

 
 
 
 
 
 
 

ノーマイカーデー 
通勤等で公共交通を使ってもらうために、毎週、

毎月など、ある特定の日を「ノーマイカーデー」と

して設定し、マイカー利用から公共交通利用に切り

替えてもらいます。 

マイバス・ 
マイ電⾞の⽇ 

兵庫県では、都市部の渋滞解消や公共交通の維

持・活性化を図るために、毎月の 終金曜日を「マ

イバス・マイ電車の日」として設定し、マイカーか

ら公共交通への利用転換を呼びかけています。 

出典）神戸市ＨＰ

＜ 公共交通の積極的な利用に関する制度等 ＞ 

出典）兵庫県ＨＰ

出典）交通エコロジー・モビ
リティ財団ＨＰ 

・エコ通勤推進担当者が指名されている 

・従業員の通勤実態を把握している 

・エコ通勤の具体的な取組を実施している

・エコ通勤プランが作成されている 

随時実施
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基本方針５：利用しやすく持続可能な公共交通づくり 

事業 自動車運転免許自主返納の推進 

実施主体 福崎町、警察、企業・店舗、交通事業者 

実施時期 

 
2018 年度 
（Ｈ30） 

2019 年度 
（Ｈ31） 

2020 年度 2021 年度 

    
 

2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 

    

  

事業内容 

１年間無料でサルビア号に乗車できる「無料乗車券」が、2017 年（Ｈ

29）8 月から３年間無料にサービス拡充されています。このことから、本

サービスを今後も周知、推進を図っていきます。また、運転免許返納により

交付される「運転経歴証明書＊」での様々なサービス特典についても周知、

推進を図るとともに、今後本町内でのサービス拡大についても検討していき

ます。 

＜ サルビア号の「無料乗車券」サービス拡充内容 ＞   ＜ 運転経歴証明書の申請について ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）兵庫県・兵庫県警察ＨＰ

＜ 運転経歴証明書の提示で受けられる特典と今後本町で検討している特典 ＞

今後は、これらの他に 

・タクシー券の配布 

・町内の施設（文珠荘など）や本町と連
携を検討している施設（せせらぎの湯
市川町）の利用料金割引 

などの免許返納者に対するサービスの拡大
を検討します。 

【無料乗車券交付方法】 

65 歳以上の運転免許自主返納者が「運転経歴

証明書」あるいは「申請による運転免許の取

り消し通知書」を健康福祉課に持参し、申請

すればサルビア号「無料乗車券」を交付 

【有効期間】 

運転免許証を返納した月から３年間  

【適用時期】 

2017 年（Ｈ29）8 月 1 日から 

【対象者】 

2017 年（Ｈ29）8 月 1 日以降に運転免許証

を自主返納された 65 歳以上の人 

随時実施

２０１７年８月 

２０２０年７月

昭和20 

福崎      太郎 

・路線バス料金が半額 
・タクシー乗車運賃が１割引（神崎交通（株）含む） 
・宿泊施設での割引、特典 
・温泉入浴料が 大半額 
・商品、施設等の割引 
・飲食店の割引 
・テーマパークの割引  等 

詳細は、兵庫県警察ホームページ「運転経歴証明書

を提示して受けられる特典の一覧」をご覧ください。

URL:http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic

/license/keireki_tokuten/index.htm 
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基本方針５：利用しやすく持続可能な公共交通づくり 

事業 適切な料金制度の導入 

実施主体 福崎町、関係市町、交通事業者 

実施時期 

 
2018 年度 
（Ｈ30） 

2019 年度 
（Ｈ31） 

2020 年度 2021 年度 

    
 

2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 

    

  

事業内容 

コミュニティバス＊を持続可能な公共交通としていくため、定期券を適切

な料金設定に見直します。なお、高齢者や障がいをお持ちの人などのコミ

ュニティバスを必要とされる人に対しては、料金割引制度を導入すること

で、いつまでも利用していただけるような取り組みを進めます。料金割引

制度については、地域公共交通活性化協議会＊にて諮ることで、公平な金額

設定とします。 

＜ 適切な料金設定の考え方 ＞ 
 

・本町の料金設定        ・一般的な料金設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 利用対象者に応じた定期券割引率設定イメージ ＞ 
 

 

 

 
福祉 

対象者 

※1）学生は高校生、大学生、専門学校生を指します 
※2）高齢者は 65 歳～74 歳の人を指します 
※3）福祉対象者は以下のとおりです 
   ・75 歳以上の人 
   ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳が交付されている人 
   ・生活保護を受けている人 

現状とのバランスを考慮

しながら、定期券の適切

な料金設定を行う。 

実施予定

一般 

利用者 

低 高 

割引率

学生 

高齢者 

定期券（１ヶ月）：400 円

定期券（１年）：4,000 円

※１回利用：100 円 

定期券（１ヶ月）：6,720 円 

定期券（6 ヶ月）：36,290 円 

※１回利用：160 円 

※1 

※2 ※3 
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■ 数値目標の設定 
 

基本理念「一人ひとりが活動しやすく 住みよいまち・福崎」の実現に向け、計画の

達成状況を評価するため、基本方針それぞれに対する目標を設定します。 
 

＜ 数値目標 ＞ 
 

 

指標名 
現状値 

（2016 年度） 
目標値 

（2025 年度） 

ＪＲ福崎駅乗降者数※1（365 日換算） 
3,466 人/日 

（1,265,090 人/年） 
3,600 人/日 

（1,300,000 人/年）
 

※1）ＪＲ西日本提供のＪＲ福崎駅乗降者数の実績を計上。現状値は 2016 年（４月～2017 年３月
のＪＲ福崎駅乗車人員を２倍とすることで乗降者数としている   

  

指標名 
現状値 

（2016 年度） 
目標値 

（2025 年度） 

サルビア号まちなか便利用者数※2 
（295 日換算） 

12,623 人/年 
（43 人/日） 

14,000 人/年 
（48 人/日） 

大学バス利用者数※3 
（295 日換算） 

0 人/年 1,500 人/年 
（5 人/日） 

バス停の上屋等整備箇所※4 5 箇所 10 箇所 
 

※2）サルビア号まちなか便の利用者数の実績を計上。現状値は 2016 年４月～2017 年３月のサル
ビア号まちなか便利用者数 

※3）神戸医療福祉大学提供の大学バス利用者数（大学生の利用者数を除く）の実績を計上。現状
値は現在利用している大学生を除いた利用者（乗合バス化による利用者）であるため利用な
し 

※4）バス停の上屋等整備実績を計上。現状値は 2018 年３月現在で整備している箇所数   

 

 
※5）サルビア号郊外便（川西地区）の利用者数の実績を計上。現状値は 2016 年４月～2017 年３

月のサルビア号郊外便（川西地区）利用者数 

※6）サルビア号郊外便（川東地区）の利用者数の実績を計上。現状値は 2016 年４月～2017 年３
月のサルビア号郊外便（川東地区）利用者数 

※7）買い物バスの利用者数の実績を計上。現状値は今後実施する事業のため利用なし 

 

指標名 
現状値 

（2016 年度） 
目標値 

（2025 年度） 

サルビア号郊外便（川西地区）利用者数※5

（現状 150 日）（295 日換算） 
4,133 人/年 
（28 人/日） 

6,000 人/年 
（20 人/日） 

サルビア号郊外便（川東地区）利用者数※6

（現状 145 日）（195 日換算） 
1,118 人/年 
（8 人/日） 

2,500 人/年 
（13 人/日） 

買い物バス利用者数※7（100 日換算） 0 人/年 1,200 人/年 
（12 人/日） 

基本方針１：“まちの玄関口”の整備 

基本方針２：まちなかの回遊性向上

基本方針３：郊外におけるバス利便性の向上
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指標名 
現状値 

（2016 年度） 
目標値 

（2025 年度） 

町外連携バス利用者数（市川町分）※8 
（100 日換算） 

0 人/年 1,000 人/年 
（10 人/日） 

町外連携バス利用者数（姫路市分）※9 
（295 日換算） 

0 人/年 14,000 人/年 
（48 人/日） 

 
※8）町外連携バス（市川町分）の利用者数の実績を計上。現状値は今後実施する事業のため利用

なし 

※9）町外連携バス（姫路市分）の利用者数の実績を計上。現状値は今後実施する事業のため利用
なし 

 
 

 

指標名 
現状値 

（2016 年度） 
目標値 

（2025 年度） 

コミュニティバス＊利用満足度※10 － 50％ 

公共交通利用が増加した人の割合※11 － 10％ 

公共交通サポート者数※12 0 者 50 者 

高齢者（65 歳以上）の外出率※13＊ 62.3％ 65％ 
 

※10）コミュニティバスサービス向上後にアンケート調査等を実施し、コミュニティバスの利用満
足度を調査することで得られた結果を計上。現状値はアンケート調査等による現状データが
ないため「－」としている 

※11）公共交通サービス向上後に町民を対象としたアンケート調査を実施し、公共交通利用頻度を
調査することで得られた結果を計上。現状値はアンケート調査等による現状データがないた
め「－」としている 

※12）コミュニティバス時刻表等への企業広告掲載企業数やふるさと納税＊者数、コミュニティバス
利用者優遇等実施店舗数等のサポート者数を計上。現状値は今後実施する事業のためサポー
ト者なし 

※13）10 年ごとに実施されている近畿圏パーソントリップ調査＊結果より計上。現状値は直近のパ
ーソントリップ調査結果から、65歳以上の外出人口を総人口で除して設定 

 

 

2020 年度

基本方針４：町外との連携による交流人口の増加

基本方針５：利用しやすく持続可能な公共交通づくり

2010 年度
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6.3 計画達成状況の評価及び計画の見直し 
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第６章 計画の実現に向けて 
 

6.1 公共交通を支える三者の連携 
 

本計画を実現するためには、公共交通の利用者である「町民」、運行事業者である「交

通事業者」、計画を管理・推進する「行政」の三者が連携し、各々が対等の立場に立ち、

公共交通を確保・維持していくという自覚を持ち、協力していく必要があります。 

 

＜ 公共交通を支える三者の連携 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 民 

交通 

事業者 
行政 

参画

協働

計画の実現に向けて 第６章 
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6.2 持続可能な公共交通確保のための他分野との連携 
 

バス等の地域公共交通は、運賃収入だけでは運行経費を賄えず、行政が運行を継続す

るために財政支出をしているケースが多く見られます。 

もし地域公共交通が廃止されると、高齢者等の運転免許・自家用車を持たない住民の

移動手段の確保のため、病院までの送迎バスや買い物のためのタクシー券配布など、医

療分野や商業分野をはじめ、さまざまな分野において地域公共交通に代わる施策を実施

することが必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 地域公共交通が廃止になった場合に必要となる多様な行政部門の施策の例 ＞ 

出典）国土交通省「もしも赤字の地域公共交通が廃止になったら？」より
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このときに必要となる「追加的代替費用」と財政支出を比較することにより、地域公

共交通が有する多面的な効果（クロスセクター効果＊）を定量的に把握することが可能で

す。 

2017 年度（Ｈ29）においては、福崎町がサルビア号に支出する費用が年間約 1,690 万

円（実績見込み）であるのに対して、サルビア号を廃止した場合の追加的代替費用が年

間約 2,330 万円必要であることから、クロスセクター効果はプラスであり、その効果額

は年間約 640 万円と算出されています。 

よって、サルビア号への財政支出は「交通分野における単なる赤字補塡」ではなく、「地

域を支える効果的な支出」と考えることができます。 

今後は、交通分野以外の他分野との連携を強化することで、利便性と効率性のバラン

スをとりながら、持続可能な公共交通を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分
野

コミバス（サルビア号）が廃止された場合に追加的に
必 要 と な る 行 財 政 負 担 項 目

追加的代替費用

福
祉

タクシー券配布（通院･買い物･観光以外の自由
目的での利用）
　現在コミバスを利用して福祉施設や行政施設等へ行
     っている高齢者（車免許なしの人に限る）を対象に
    タクシー券を配布するとして計上

財
政

商
業

約720万円/年

約240万円/年

買い物バスの運行
　現在コミバスを利用して買い物している人を貸切バ
    スで送迎するとして計上

病院送迎貸切バスの運行
　現在コミバスを利用して通院している人を貸切バス
    で送迎するとして計上

通院のためのタクシー券配布
　現在コミバスを利用して通院している高齢者（車免
 　 　許なしの人に限る）を対象にタクシー券を配布する
    として計上

も

小

さ

い

費

用

を

採

用

費　用

買い物のためのタクシー券配布
　現在コミバスを利用して買い物している高齢者（車
 　 　免許なしの人に限る）を対象にタクシー券を配布す
     るとして計上

観光地送迎貸切バスの運行
　現在コミバスを利用して観光地に行っている人を貸
     切バスで送迎するとして計上

約1,360万円/年

約810万円/年

約830万円/年

約1,510万円/年

約90万円/年

医師による往診
　現在コミバスを利用して通院している高齢者（車免
     許なしの人に限る）を対象に医師が往診するとして
     計上

医療費の増加
　コミバス利用者が車での送迎等に転換することによ
     り、バス停まで歩かなくなることで健康が損なわれ
     やすくなることによる医療費の増加分を計上

も

小

さ

い

費

用

を

採

用

観光地送迎のためのタクシー運賃補助
　現在コミバスを利用して観光地に行っている人を対
     象にタクシー券を配布するとして計上

約2,330万円/年

医
療

土地の価値低下等による税収減少
　廃止されるバス停周辺の地価が低下することによる
     税（土地の固定資産税及び都市計画税）減少分を想
     定して計上

約1,360万円/年

約450万円/年

約2,880万円/年

も

小

さ

い

費

用

を

採

用

移動販売実施補助
　廃止されるバス停で移動販売を実施するとして計上

観
光

約30万円/年

＜ 本町におけるコミュニティバス＊のクロスセクター効果（平成 29 年度結果）＞

  

運賃収入 
等 

          

財
政
支
出 

追
加
的
代
替
費
用 

変
動
費 

+
 

固
定
費 

等 

差 
額 

約 2,330
万円/年

 約 1,690
万円/年 

 

約 640 
万円/年 

注）各分野の費用の合計と総数（追加的代替費用）の約 10万円の差は、各
  々の費用を 10万円単位で四捨五入しているためである 
※）財政支出は 2017 年度（Ｈ29）実績見込み 

追加的代替費用は 2017 年（Ｈ29）サルビア号利用状況や利用者アンケート調査結果を用いて算出

クロスセクター 

効果 



第６章 計画の実現に向けて 

83 

6.3 計画達成状況の評価及び計画の見直し 
 

(1) ＰＤＣＡサイクルによる施策・事業の改善 

本計画で示した施策・事業については、町民、交通事業者、行政等が連携して、各

事業についての計画（ＰＬＡＮ）を立案し、各事業を実施（ＤＯ）します。また、年

１回程度の頻度で開催する「福崎町地域公共交通活性化協議会＊」（法定協議会）にお

いて、事業の進捗状況の確認や事業の達成状況を評価（ＣＨＥＣＫ）します。この評

価結果に基づいて、必要に応じて事業の見直し検討をして改善（ＡＣＴＩＯＮ）を行

い、施策・事業の計画にフィードバック＊します。 

このＰＤＣＡサイクル＊を実施することで、本町の交通実態に即した利便性の高い公

共交通事業を継続的に推進していきます。 

 

＜ ＰＤＣＡサイクルのイメージ ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、バス等の運行に関する施策・事業については、次頁に示すバス事業の路線

評価により事業の評価を行い、よりよいバス事業の運行を目指します。 

 

項目
2018年
（Ｈ30）

2019年
（Ｈ31）

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年

協議会の開催 ● ● ● ● ● ● ● ●

事業進捗の確認 ● ● ● ● ● ● ● ●

事業の達成状況の評価 ● ● ● ● ● ● ● ●

施策・事業の見直し検討 ● ● ● ●

ＰＬＡＮ（計画） 

ＤＯ（実施） 

ＡＣＴＩＯＮ（改善） 

ＣＨＥＣＫ（評価） 
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■ バス事業の路線評価 

現在の路線バスやコミュニティバス＊等の公共交通事業には、公共性の観点から、行

政の補助として公費が投入されていますが、今後も地域公共交通事業を持続していく

ためには、際限なく公費を投入することはできず、一定の事業効率性も必要です。 

今後、必要とされる公共交通を持続可能にしていくためには、公共交通事業の運営

方針を設定する必要があります。そのため、今後の公共交通事業の運営に当たっては、

「公共性」及び「経済性」の２つの視点を用いて事業の評価を行います。「経済性」「公

共性」の評価指標及び基準値を設定し経済性、公共性ともに基準値を下回った場合は、

利用促進を経た上で抜本的な運行再編等検討を行うこととします。 

なお、基準値を上回っている場合でも、随時、活性化に向けた見直しを行うことと

します。 
 

＜ 公共交通事業の評価イメージ ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 事業効率性評価及び公共性評価の基準値 ＞ 

 
事業効率性評価 公共性評価 

乗客１人当たり行政補助額 沿線人口１人当たり年間乗車回数 

まちなか便 1,000 円/人 1.0 回/人 

郊外便 2,000 円/人 1.0 回/人 

※1）行政補助額は、国・県・町合計の補助額を対象として評価 

※2）沿線人口は、バス停から半径 500ｍ以内に入る人口を対象として評価 

※3）事業効率性評価の基準値は、タクシーを利用した場合の運賃を下回るという考え方のもと、まちなか 

          便は概ね２km、郊外便は概ね５kmの運行であることから、まちなか便の基準値を 1,000 円/人、郊外 

          便の基準値 2,000 円/人と設定します。公共性評価の基準値は、沿線に住んでいる人が１年間に 低 

          １回利用していただくという考え方のもと、基準値を 1.0回/人と設定します。 

沿線人口１人当たり 

年間乗車回数 

（公共性評価） 

乗客１人当たり 

行政補助額 

（事業効率性評価）

 

 

運営継続についての協議

（第三者支援や運行効率化などの再編）

 

 

 

 

運行継続 

 

 

 

 

抜本的な運行再編 

 

 

 

 

乗客数増を図る利用促進 

0 円/人 
目標値 基準値 

基準値 

目標値 

高
い 

低
い 

多い 少ない 
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(2) 社会情勢の変化に対応した計画の見直し 

公共交通を取り巻く社会潮流や地域情勢は常に変化しています。なかでも自動車の

自動運転や運転支援に対する技術の進歩は近年急速に発達してきており、鉄道やバス

などに導入されることも考えられます。 

本町で策定している「立地適正化計画」では、都市機能をＪＲ福崎駅及び福崎町役

場の周辺に集積させることとしており、コンパクトなまちづくりを目指しています。 

今後は、これら社会潮流や地域情勢の変化に対応するとともに、コンパクトなまち

づくりを目指して、事業効果を確認しながら本計画は適宜見直していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 

 

1. 福崎町地域公共交通活性化協議会委員名簿及び策定委員会委員構成 

2. 福崎町地域公共交通網形成計画の策定経緯 

3. 近畿運輸局による地域連携サポートプラン提案書 

4. その他の関連計画の概要 

5. 用語集  
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1. 福崎町地域公共交通活性化協議会委員名簿及び策定委員会委員構成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※）2018 年（Ｈ30）3月 29日時点

■委員 （敬称略）

区　　　分 役　　　　　職　　　　　等 氏　　　名 備　　　　考

1 学識経験者 兵庫県立大学名誉教授 松 本 滋 学識経験者

2 福崎町区長会副会長 黒 田 義 孝 利用者代表

3 福崎町老人クラブ連合会長 藤 岡 修 利用者代表

4 福崎町商工会長 谷 口 守 男 その他（地元企業）

5 ＪＲ西日本福崎駅　副駅長 植 村 貢 公共交通事業者

6 神姫バス株式会社　姫路営業所長 魚 谷 観 公共交通事業者

7 公益社団法人兵庫県バス協会　専務理事 中 澤 秀 明 公共交通事業者

8
社団法人　兵庫県タクシー協会
西播支部副支部長（神崎交通株式会社）

依 藤 義 光 一般旅客運送事業者

9 神姫バス労働組合　執行委員 濵 田 崇 広
事業者の運転者が組織す
る団体

10 地方運輸局
国土交通省神戸運輸監理部兵庫陸運部
輸送部門首席運輸企画専門官

吉 本 道 明 地方運輸局

11 兵庫県
中播磨県民センター姫路土木事務所
企画調整担当所長補佐

古 川 仁 道路管理者（県）

12 警察関係 福崎警察署　交通課長
新 田 隆 弘
（横田 成生）

公安委員会
（平成30年3月27日交代）

13
福崎町議会議員
（民生まちづくり常任委員会）

小 林 博 住民代表

14
福崎町議会議員
（総務文教常任委員会）

三 輪 一 朝 住民代表

15 副町長 尾 﨑 吉 晴 町

16 技監 村 上 修 道路管理者（町）

■オブザーバー

区　　　分 役　　　　　　　　職 氏　　　名 備　　　　考

1 国
近畿地方整備局姫路河川国道事務所
道路管理第二課長

中 山 実

2 兵庫県
兵庫県県土整備部県土企画局
交通政策課　副課長

正 垣 あ お い

国
近畿運輸局交通政策部交通企画課
係長

若 井 公 行

福崎町

福崎町地域公共交通活性化協議会委員名簿  (順不同)

(任 期　平成 28 年 12 月16 日～平成 30 年 3 月 31 日)

各種団体

運送事業者・
組織団体等

福崎町議会
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福崎町地域公共交通網形成計画等策定委員会委員構成 

 

役 職 職 名 氏 名 

委員長 副 町 長 尾﨑 吉晴 

副委員長 技 監 村上 修 

委員 教 育 長 髙寄 十郎 

委員 公営企業参事 近藤 博之 

委員 議会事務局長 木ノ本 雅佳 

委員 総 務 課 長 山下 健介 

委員 企画財政課長 吉田 利彦 

委員 会計管理者 木村 千晴 

委員 税 務 課 長 尾﨑 俊也 

委員 地域振興課長 松田 清彦 

委員 住民生活課長 谷岡 周和 

委員 健康福祉課長 三木 雅人 

委員 農林振興課長 松岡 伸泰 

委員 まちづくり課長 福永 聡 

委員 学校教育課長 岩木 秀人 

委員 社会教育課長 大塚 久典 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※）2018 年（Ｈ30）3月 9日時点 
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2. 福崎町地域公共交通網形成計画の策定経緯 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■福崎町地域公共交通活性化協議会

第１回 H29.6.16

第２回 H29.9.14

第３回 H29.11.30

第４回 H30.2.27

第５回 H30.3.29

■福崎町地域公共交通網形成計画等策定委員会

第１回 H29.12.5

第２回 H30.1.24

第３回 H30.3.9

■近畿運輸局による地域連携サポートプラン

H29.7.10

H29.10.5

H30.2.13

H30.2.23

■福崎町議会

H30.2.21

■パブリックコメント

地域連携サポートプラン提案書交付式

民生まちづくり常任委員会への報告

H30.3.1～H30.3.15実施

・実施箇所：福崎町役場、図書館、文化センター、八千種研修センター

公共交通施策（案）の方向性の協議

福崎町地域公共交通網形成計画（素案）の協議

パブリックコメントへの対応、運賃体系の協議

地域連携サポートプラン協定書締結式

交通事業者・神戸医療福祉大学との協議

神戸医療福祉大学との協議

計画策定までのフローの説明

公共交通網形成計画策定の進捗状況の報告
交通をとりまく現状の報告
各種アンケートの報告（４種類）
バス路線の路線評価についての説明

公共交通網形成計画策定の進捗状況の報告
公共交通網形成計画の方向性（案）の説明
クロスセクター効果についての説明
バス路線の路線評価についての説明（第２回の続き）

公共交通網形成計画策定の進捗状況の報告
地域連携サポートプランにかかる提案の説明
福崎町地域公共交通網形成計画（素案）の説明

パブリックコメントへの回答の説明
福崎町地域公共交通網形成計画の策定


